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一

 
条

例

　

宮
城
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
日
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〇
宮
城
県
条
例
第
三
十
九
号

　
　
　

宮
城
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
四
条
中
「
附
則
第
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
附
則
第
三
条
の
二
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
五
条
の
四
第
二
項
中
「
附
則
第
二
条
の
六
」
を
「
附
則
第
二
条
の
三
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
九
条
の
四
及
び
附
則
第
九
条
の
五
を
削
る
。

　

附
則
第
十
一
条
第
二
項
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月

三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
十
一
条
の
四
の
三
第
七
項
中
「
次
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
」
を
「
次
に
掲
げ
る
自
動
車
」
に
改
め
、「
第
一
号
」

の
下
に
「
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る
も
の
、
第
二
号
」
を
加
え
、「
第
二
号
」
を

「
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
附
則
第
四
条
の
六
第
八
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六
第
十
一
項
」
に
、「
附

則
第
四
条
の
六
第
九
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六
第
十
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中

「
附
則
第
四
条
の
六
第
八
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六
第
十
一
項
」
に
、「
制
動
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止

そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
（
次
号
に
お
い
て
「
制
動
装
置
保
安
基
準
」
と
い
う
。）」
を
「
制
動
装
置
保
安
基

準
」
に
、「
附
則
第
四
条
の
六
第
九
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六
第
十
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同

号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一　

車
両
総
重
量
が
五
ト
ン
を
超
え
る
乗
用
車
（
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
第
八
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限

る
。）
又
は
バ
ス
（
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。）
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規

定
に
よ
り
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
七
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
制
動
装
置
に
係
る

保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
制
動
装
置
保
安
基

準
」
と
い
う
。）
で
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
六
第
十
項
に
規
定
す
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の

　

附
則
第
十
一
条
の
四
の
三
第
八
項
中
「
附
則
第
四
条
の
六
第
十
項
」
を
「
附
則
第
四
条
の
六
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
十
六
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
宮
城
県
県
税
条
例
附
則
第
十
一
条
の
四
の
三
第
七
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
自
動

車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自

動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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